
居 宅 介 護 支 援 契 約 書  
  
        様 （以下、「利用者」といいます。）とケアプランセンター カインド

ケア（以下「事業者」といいます。）は、事業者が利用者に対して行う居宅介護支援につい

て、次のとおり契約します。  
第１条（契約の目的） 
  事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り

居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な居宅サービ

スが適切に利用できるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づいて

適切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便

宜を提供します。 
第２条（契約期間） 
１ この契約の契約期間は、令和   年    月    日から利用者が現に受けて

いる要介護認定の有効期間満了日までとします。 
２ 契約期間満了日の７日前までに、利用者から解約の申し出がない場合は、この契約は

更新認定の有効期間満了日まで同一の内容で更新されます。 
第３条（居宅介護支援の担当者） 
１ 事業者は、居宅介護支援の担当者（以下「担当者」といいます。）として介護支援専門

員である職員を選任し、適切な居宅介護支援に努めます。 
２ 担当者は、常に身分証を携行し、利用者又はその家族から求められた場合には、いつ

でもこれを提示します。 
第４条（居宅介護支援の内容） 
  事業者が行う居宅介護支援の具体的な内容は、重要事項説明書に記載のとおりです。 
 第５条（利用者の協力） 
  利用者は、居宅介護支援に必要な範囲で、担当者に協力を行わなければなりません。 
 第６条（暫定的な居宅介護支援） 
１ 利用者が受ける要介護認定等の結果が不明な場合には、事業者は利用者の状態等を十

分勘案して暫定的な居宅サービス計画（以下「暫定居宅サービス計画」といいます。）を作

成します。 
２ 事業者は、暫定居宅サービス計画を作成する際には、保険給付の対象にならない費用

が生じる場合があることを十分に利用者又はその家族に説明します。 
 第７条（サービス提供の記録等） 
１ 事業者は、居宅サービス計画の実施状況に関する書類を整備し、その完結の日から 5 年

間保存します。 
２ 事業者は、利用者の求めにより居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類の閲覧

に応じます。 
 第８条（料金） 
  事業者が行う居宅介護支援の料金は、重要事項説明書に記載のとおりです。 
 第９条（利用者の解約権） 

利用者は、事業者に対しいつでも一週間以上の予告期間をもって通知することにより

、この契約を解約することができます。 
 第１０条（事業者の解約権） 
１ 事業者は、自ら適切な居宅介護支援を行うことが困難となった場合は、一週間以上の

予告期間をもってその理由を通知することにより、この契約を解除することができます。

この場合、他の居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を行います。 
 
２ 事業者は、利用者又はその家族の著しい不信行為により契約を継続することが困難と

なった場合は、一週間以上の予告期間をもってその理由を記載した文書で通知することに



より、この契約を解除することができます。 
 第１１条（契約の終了） 
  次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。 
  一 利用者が介護保険施設その他居宅介護支援の対象とならない施設に入所又は入院

したこと 
  二 利用者について要介護認定等が受けられなかったこと 
  三 利用者が死亡したこと 
  四 利用者について３か月以上サービス利用が無かったこと 
 第１２条（損害賠償） 
  事業者は、居宅介護支援の実施にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた

場合には、その損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合に

は、この限りではありません。 
第１３条（秘密保持） 
１ 事業者及びその従業者は、業務を行う上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密

及び個人情報については、正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三

者に漏らすことはありません。 
２ 事業者は、居宅介護支援を実施するため必要最小限の範囲内において、利用者及びそ

の家族の同意を得た上で、その個人情報を使用できるものとします。この場合において、

事業者は、関係者以外には決して個人情報が漏れることのないよう細心の注意を払うとと

もに、個人情報を提供した会議、相手方、内容等についての記録を保存します。 
第１４条（苦情対応） 
１ 利用者は、提供した居宅介護支援に苦情がある場合または事業者が作成した居宅サー

ビス計画に基づいて提供された居宅サービスに苦情がある場合には、事業者、市町村又は

国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。 
２ 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申

立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。 
 第１５条（協議事項） 
  この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令の趣旨を尊重し、利

用者と事業者との協議により定めます。 
  以上のとおり契約が成立したことを証するために本契約書２通を作成し、利用者及び事

業者は記名押印の上、各自その１通を保有することとします。 
 令和  年  月  日 

      
 

  （利用者）     住所 
                   氏名             印 
         

（家族または代理人）住所 
                 氏名             印 

         
（事業者）     所在地 千葉県千葉市稲毛宮野木町 780－1 
            （フレアス看護小規模多機能宮野木内） 

                  名 称  フレアスカインドケア株式会社 
    

代表取締役     佐藤 光  印  
  
 



                  
居宅介護支援重要事項説明書 

 
１ 事業の概要 
事業所の名称等 

  
事 業 者 名 フレアスカインドケア株式会社 

事業者所在地 
千 葉 県 千 葉 市 稲 毛 区 宮 野 木 町 780 － 1 

（フレアス看護小規模多機能宮野木内） 

事 業 所 名 ケアプランセンター カインドケア 

事 業 所 所 在 地 
千 葉 県 千 葉 市 稲 毛 区 宮 野 木 町 780 － 1 

（フレアス看護小規模多機能宮野木内） 

指 定 番 号  千葉県 １２７０３０１０６０ 

連 絡 先 
電話 ０４３－２０５－４５９５ 
FAX ０４３－４４１－６６８５ 
電話等により、２４時間常時連絡が可能 

営 業 日 月曜日から金曜日まで。但し・１２月３０日から１月３日

を除く。  
営 業 時 間 午前９時００分から午後６時００分  
サービス提供地

域 
千葉市、船橋市、習志野市、八千代市 四街道市 

苦 情 受 付 窓 口 フレアスカインドケア 電話 ０４３－２０５－４５９５ 
  
 （２）職員の職種、人数、及び職務内容 
    管理者    ：１名（兼務１名）  介護支援専門員の管理・統括 
    介護支援専門員：２名（専従１名） ２－（２）の運営方針に基づく 
              （兼務１名） 
 
 ２ 事業の目的及び運営の方針 
 （１）事業の目的 
    介護保険法の理念に基づき、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心

身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サー

ビス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画

を作成する 
       とともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険

施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 
（２）運営の方針 



①本事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅に  
いてその有する能力に応じ、 自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援

助に努めるものとする。 
② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に

基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多様なサービスや

事業者の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮して行う

。 
③ 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供さ

れるサービス等が特定の種類又は特定の事業所に偏ることがないよう、公正中立に

行い、他事業所の事業（サービス内容）がわかるパンフレット等の持参。 
前 6 カ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与の、各サービスごとの割合を説明致します。 
④ 事業の運営にあたっては、市、基幹型支援センター、他の在宅介護支援事業所

、介護保険施設等の連携に努めるものとする。 
⑤ 利用者の介護認定等にかかわる申請に対して、利用者の意志を踏まえその支援

を行う。また、要介護認定が行われているか否かを確認し、その支援も行う。 
  
３ 居宅介護支援の提供方法・内容 

事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当

させます。 
  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域にお

ける指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に

利用者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。 
  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、適切な方法により、

利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことが

できるように支援する上で解決すべき課題を把握します。 
  介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握にあたっては、利用者

の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行います。この場合において、介

護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を

得ます。 
  介護支援専門員は、利用者及びその家族の希望ならびに利用者について把握され

た解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体

制を勘案して、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを提供する

上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 
  介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画作

成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以

下この号において「担当者」といいます。）を召集して行う会議をいいます。以下同

じ。）の開催、又は担当者に対する照会等により、当該居宅サービス計画の原案の内

容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。 
  介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等に

ついて、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等

について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。 
  介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族

、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計

画の実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行

い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調

整その他の便宜の提供を行います。 
 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となっ



たと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 
  

 
 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から

依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、

居宅サービス計画の作成等の援助を行います。 
  介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービ

スの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医

師又は歯科医師（以下「主治の医師等」といいます。）の意見を求めます。 
  介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の

医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等

の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービ

ス等を位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師等の

医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行

います。 
 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又は指定に

係る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（指定

に係る居宅サービスの種類については、その変更の申請ができることを含みます。

）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成します。 
 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更にあたっては、利用者の自

立した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく

、計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにします。 
 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更にあたっては、利用者の日

常生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス

又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も

含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めます。 
 指定居宅介護支援の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又

はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行

います。 
  
４ 利用料金 
  居宅サービス計画の作成は、原則として介護保険から負担されますので、利用者の負

担はありません。但し、通常の事業実施地域以外の利用者の場合は訪問にかかる交通費に

ついては当事業者の規程により、支払いをうけます。 
 
 利用料金は下記の通りになります。  

要介護度 単位数 介護費用 

要介護１～要介護２ １,０８６ １２,０００ 
要介護３～要介護５ １,４１１ １５,５９１ 

地域単価  １１．０５円 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
以下の場合は加算利用金をいただきます。 
 
 
 

初回加算 
 

適切かつ質の高いケアマネジメント実施する 
為、特に手間を要する初回（新規に居宅サービ

ス計画を策定した場合及び要介護状態区分の 
２段階以上変更を受けた場合） 

 
 
3,315 円 

 
入院時情報連携加算Ⅰ 

病院又は診療所に入院する利用者につき、入院

した日のうち(営業時間終了後又は営業日以外

の日に入院した場合はその翌日)に介護支援専

門員が当該病院又は診療所の職員に対して、利

用者に関する必要な情報を提供した場合 

 
2,762 円 

 
 

入院時情報連携加算Ⅱ 

病院又は診療所に入院する利用者につき、入院

した日の翌日又は翌々日(営業時間終了後に入

院した場合、入院日から起算して３日目が営業

日でない場合はその翌日を含む)に介護支援専

門員が当該病院又は診療所の職員に対して、利

用者に関する必要な情報を提供した場合 

 
 
2,210 円 

 
 
 

 
 

退院・退所加算 

病院若しくは診療所からの退院又は地域密着

型介護老人福祉施設の退所に当たって病院等

の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情

報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作

成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行

った場合３回を限度に算定出来る。 
算定の詳細は左記の通りである。 

カンファレン

ス参加有 
連携 1 回 
4,972 円 
連携 2 回 
6,330 円 
 

 
 
 

 
 

退院・退所加算 
 
  
緊急時カンファレンス 

加算 

病院若しくは診療所からの退院又は地域密着

型介護老人福祉施設の退所に当たって病院等

の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情

報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作

成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行

った場合３回を限度に算定出来る。 
算定の詳細は左記の通りである。 
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は 
診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、 
カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サー

ビス等の利用調整を行った場合 

カンファレン

ス参加無 
連携 1 回 
6,330 円 
連携 2 回 
8,287 円 
連携 3 回 
9,945 円 

 
 
2,210 円 

 
 

 通院時連携加算 

利用者 1 人につき、1 月に 1 回の算定を限度と

する。利用者が医師の診察を受ける際に同席し

、医師等に利用者の心身状況や生活環境等の必

用な情報提供を行い、医師等から利用者に関す

る必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス 
計画に記録した場合 

 
552 円 
 



 
 
 
 
 

ターミナルケアマネジメント加

算 

ターミナルケアマネジメントを受けることに

同意した利用者について、24 時間連絡できる

体制を確保。必要に応じて居宅介護支援を行う

ことができる体制を整備 
在宅で死亡した末期の悪性腫瘍の利用者にそ

の死亡日及び死亡日前 14 日以内に 2 日以上、

利用者又は家族の同意を得て利用者宅を訪問

し利用者の心身の状況等を記録し、主治医及び

居宅サービス計画に位置付けて居宅サービス

事業者に提供した場合 

 
 
 
4,420 円 

 
 
特定事業所医療介護連携加算 

通常時、入退院時、終末期に日頃から医療機関

との連携に関する取り組みを積極的に行った

場合 

 
1,381 円 

   

 
５ 秘密保持 

 事業者及び事業者の従事員は、正当な理由がない限り、利用者に対する居宅サー

ビスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密は漏らしません。 
 事業者は、事業者の従事員が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族

の秘密を漏らすことが無いよう必要な措置を講じます。 
 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の家族の同意を得ない限り

サービス担当者会議等において、利用者又は利用者の家族の個人情報は用いません 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 虐待防止の為の措置 

高齢者虐待防止法の実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよ

う、虐待防止に関する下記の措置を講じます。 

（１）虐待防止委員会の開催 

（２）高齢者虐待防止の為の指針の整備 

（３）虐待防止研修の実施 

（４）専任担当者の配置 

虐待防止に関する担当者            安部 敦子        

 
７  感染症の予防及びまん延防止の為の措置 

感染症の発生及びまん延を予防できるよう、下記の措置を講じます。 

（１）感染対策委員会の開催 

（２）感染症及びまん延防止の為の指針の整備 

（３）感染症及びまん延防止の為の研修及び研修の実施 

（４）専任担当者の配置 

      感染症防止に関する担当者          作田 晶代        

 
８ 業務継続に向けた取り組み 

感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供

を受けられるよう業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研修及び訓練

を実施します 

 
９ 苦情対応窓口 
  居宅サービス計画及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等についての

苦情は、常設窓口として担当者が対応します。もし、担当者が不在のときでも、基本

的な事項については誰でも対応できるようにしています。 
  
    受付電話番号     ０４３－２０５－４５９５ 
    苦情受付担当責任者  介護支援専門員  作田 晶代 
 

その他 
当社以外に市町村の相談苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 
    千葉市  千葉市介護保険事業課   電話 ０４３－２４５－５０６２            

 
     千葉県国民健康保険団体連合会     電話   ０４３－２５４－７４２８     
 
 
 
 
 
 



１０ 事故発生時の対応 
居宅介護事業者賠償責任保険に加入し、業務中の事故発生時には迅速に対応します。 

  
１１ 緊急時の対応方法 
利用者の家族に連絡し、家族の指示に従います。また、急病等で救急を必要

と判断した場合は主治医・家族に連絡して救急車の出動を依頼します。 

連 
  
絡 
  
先 

連絡順

位 氏名 住所 電話番号 備考 

第一         

第二         

主治医         

  
９ サービス担当者会議等に使用する個人情報の利用範囲 
 （１）使用する対象者 

利用者の主治の医師 
サービス提供を行う事業者の担当者 

使用する個人情報 
認定調査票（基本調査８２項目及び特記事項）、主治医意見書、要介護認定

結果その他要介護認定に関わる必要最小限の情報 
氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他居宅介護支援に関わる必要最

小限の情報 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和  年  月  日 
 
  
  
契約にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説

明しました。 
  
  
  
  
      事業者      所在地 千葉県千葉市稲毛宮野木町 780－1 
                                    （フレアス看護小規模多機能宮野木内）  

               

名称   フレアスカインドケア

株式会社  
代表取締役  佐藤 光 印 
     

  
      説明者      所属  ケアプランセンター カインドケア 
  
               氏名                    印 
  
  
  

契約書及び本書面により、事業者から重要な事項の説明を受けるとともに、居宅介護支

援の開始及び個人情報の使用について同意しました。 
  
  
  
      利用者      住所    
     
               氏名               印 
  
      家族または代理人 住所 
  
               氏名               印 
  
   


